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観光・スポーツ部 PR 観光課長 殿 

 

 鹿児島県家畜防疫対策課長  

 

本県の野生イノシシにおける豚熱感染確認に伴う豚熱対策の強化・徹底に

ついて（依頼） 

 

日頃より本県の家畜衛生対策及び鳥獣被害防止対策の推進に御尽力いただき感謝

申し上げます。 

11 月 19 日に，霧島市の野生イノシシにおいて，県内初となる豚熱感染が確認され

ました。このことについて，別添のとおり農林水産省消費・安全局長から通知があっ

たところです。 

本県においては，宮崎県での野生イノシシ豚熱感染事例を受け，令和７年９月４日

に国から豚熱経口ワクチン散布推奨地域に指定され，同年９月 12 日及び 10 月 15 日

に緊急散布を実施したところです。 

豚熱対策については，これまでも累次の通知等により，発生予防及びまん延防止対

策の実施をお願いしているところですが，本県内において野生イノシシでの豚熱の

感染が確認されたことにより，飼養豚における豚熱発生のリスクがこれまでになく

高まっています。このような中で豚熱のまん延を防止するためには，県，市町村など

の行政関係者が一体となって，この危機感を共有し，的確な防疫対策に取り組むこと

が極めて重要です。 

これら野生イノシシに対する取組については，今月５日に「台湾におけるアフリカ

豚熱の発生を踏まえた防疫対策の再徹底について」で依頼した内容と同様です。引き

続き，機会を捉えて関係者に啓発周知するなど，御協力をお願いいたします。 

また，各出先・管内関係団体等への協力依頼も併せてお願いいたします。 

なお，本通知は別記関係機関に対して，依頼したことを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

鹿児島県農政部家畜防疫対策係 

担当：岡田・濵﨑 

電話：099-286-3297 

F A X : 099-286-5767 



別記 

依頼先（送付先） 依頼目的 

環境林務部環境林務課長 →森林組合等への周知 

環境林務部廃棄物・リサイク

ル対策課長 

→ゴミ処理関係業者への展開 

環境林務部自然保護課長 →国立公園管理者への展開 

農政部農村振興課長 →グリーンツーリズム，アグリツーリズム等の主

催者等への展開 

教育庁保健体育課長 →フレスポ等 

教育庁総務福利課長 →関係機関・学校等への展開 

土木部都市計画課長 →都市公園 市町村の公園担当課へ展開 

各地域振興局・支庁総務企画

部総務企画課長 

→キャンプ，登山者，サイクリング等のアウトドア

客への周知 

観光・文化スポーツ部 PR 観

光課長 

→観光客，海外観光客等への周知 

各市町村総務担当課長 →キャンプ，登山者，サイクリング等のアウトドア

客への周知 

 

 

 

 
















